
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
十
四
号

日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
期
間
等
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
貸
付
金
の
償
還
期
間
及
び
償
還
方
法
）

第
一
条
　
日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
（
次
条
に
お
い
て
「
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
償
還
期
間
は
、
十
年
と
し
、
そ
の
償
還
は
、
均

等
年
賦
償
還
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
付
金
の
償
還
期
限
等
）

第
二
条
　
貸
付
金
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
た
日
の
属
す
る
会
計
年
度
（
国
の
会
計
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
毎
会
計
年
度
、
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
償
還
す
る
も
の

と
す
る
。

２
　
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
貸
付
金
の
償
還
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
政
府
は
、
当
該
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
担
保
の
提
供
を
さ
せ
ず
、
か

つ
、
利
息
を
付
さ
な
い
で
償
還
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
政
府
は
、
日
本
下
水
道
事
業
団
が
貸
付
金
の
償
還
を
怠
っ
た
と
き
は
、
償
還
期
限
の
翌
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
償
還
す
べ
き
金
額
に
つ
き
年
十
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
延
滞
金
を

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
政
府
は
、
日
本
下
水
道
事
業
団
が
貸
付
金
の
償
還
を
怠
っ
た
と
き
は
、
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
償
還
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


